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町
田
に
静
か
な
空
を
返
せ
厚
木
基
地
に
お
け
る
艦
載
機
の
夜
間
連
続
離
着
陸
訓
練（
５
月　

日
〜　

日
）の
中
止
等
を
、

１８

２０

４
月　

日
米
軍
お
よ
び
国
に
要
請
し
ま
し
た
。　
 
□問
 

企
画
調
整
課
11
７
２
４
・
２
１
０
３

２８

臨

時

指

導

員

町
田
市
学
童
保
育
ク
ラ
ブ

　

各
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
に
在
籍
す
る
学

童
（
障
が
い
児
を
含
む
）
の
保
育
及
び

介
助
の
仕
事
で
す
。

○
資
格　

小
学
校
教
諭
免
許
、
幼
稚
園

教
諭
免
許
、
保
育
士
の
い
ず
れ
か
の
資

格
を
お
持
ち
の
方

○
勤
務
日　

月
〜
土
曜
日
（
指
定
さ
れ

た
日
）

○
勤
務
時
間　

午
後
２
時
〜
６
時
（
学

校
休
業
日
は
午
前
８
時　

分
か
ら
の
勤

３０

務
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
学
童
の
登
所
状

況
に
よ
り
変
更
が
あ
り
ま
す
）

○
勤
務
場
所　

市
の
運
営
す
る
学
童
保

育
ク
ラ
ブ

○
募
集
人
員　

若
干
名

○
申
し
込
み　

履
歴
書
に
写
真
を
張

り
、
資
格
証
明
書
の
写
し
を
添
付
し

て
、
５
月　

日
ま
で
に
直
接
児
童
青
少

２０

年
課
（
11
７
２
４
・
２
１
８
２
）
へ
。

開

放

指

導

員

学
校
プ
ー
ル

　

夏
休
み
期
間
中
の
市
立
小
・
中
学
校

の
プ
ー
ル
開
放
の
と
き
、
管
理
や
指
導

を
し
て
い
た
だ
く
ア
ル
バ
イ
ト
の
登
録

の
募
集
で
す
。

○
資
格　
　

歳
以
上
の
方

１８

○
期
間　

７
月　

日
〜
８
月　

日
の
間

２０

３１

の　

日
程
度

１０
○
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

※
期
間
・
時
間
と
も
学
校
に
よ
り
多
少

異
な
り
ま
す
。

町
田
市
環
境
審
議
会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
５
月　
１６

日
正
午
ま
で
に
環
境
保
全
課
（
11
７
２

第　

回
２４

運

営

審

議

会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

「
市
政
情
報
や
ま
び
こ
」
（
11
７
２
４

・
８
４
０
７
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
月
）
午
前　

時

１６

１０

〜
正
午

○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会

議
室
（
大
）

町
田
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

町
田
市
子
育
て
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
連
絡
会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
（
11
７
１

０
・
１
５
２
５
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
木
）
午
後
２
時

１９

〜
４
時

○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
地
下
特
別
会

議
室
（
大
）

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

２
０
０
５
年
度
第
１
回

町
田
市
街
づ
く
り
審
査
会

　

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に

電
話
で
都
市
計
画
課
（
11
７
０
９
・
０

５
６
４
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
水
）
午
前　

時

２５

１０

か
ら

第
５
回

ご

覧

下

さ

い

　

都
市
計
画
案
「
町
田
都
市
計
画
公
園

の
変
更
に
つ
い
て
（
①
山
王
塚
公
園
②

野
津
田
山
王
あ
じ
さ
い
公
園
、
野
津
田

山
王
見
晴
ら
し
公
園
③
南
大
谷
公
園
④

小
野
路
公
園
）
」
、
「
町
田
都
市
計
画

緑
地
の
変
更
に
つ
い
て
（
野
津
田
山
王

袋
緑
地
、
野
津
田
山
王
川
島
緑
地
）
」

に
つ
い
て
ご
覧
（
縦
覧
）
い
た
だ
け
ま

す
。

　

縦
覧
期
間
中
、
住
民
及
び
利
害
関
係

人
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

○
縦
覧
期
間　

５
月　

日
（
水
）
〜　

１１

２５

日
（
水
）

※
土
・
日
曜
日
を
除
く
。

○
縦
覧
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時

○
縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課
（
中
町
第

三
庁
舎
１
階
）
、
公
園
緑
地
課
（
木
曽

都
市
計
画
案

庁
舎
公
園
管
理
事
務
所
）

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
０
９
・
０
５
６
１
、

公
園
緑
地
課
11
７
９
３
・
７
６
１
３

あ

き

地

の

雑
草
除
去
に
つ
い
て

　

あ
き
地
に
雑
草
が
繁
茂
し
た
ま
ま
放

置
さ
れ
ま
す
と
、
蚊
や
ハ
エ
な
ど
の
衛

生
害
虫
の
発
生
、
ご
み
の
不
法
投
棄
、

火
災
や
犯
罪
を
招
く
大
き
な
要
因
と
な

り
ま
す
。

　

市
で
は
市
民
生
活
の
安
全
と
生
活

環
境
を
良
好
に
維
持
し
て
い
く
た
め
、

「
町
田
市
あ
き
地
の
環
境
保
全
に
関
す

る
条
例
」
を
制
定
し
、
あ
き
地
の
適
正

な
管
理
を
土
地
所
有
者
（
管
理
者
）
の

皆
さ
ん
に
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

【
年
２
回
以
上
の
除
草
を
お
願
い
し
ま

す
】

　

雑
草
は
、
春
か
ら
秋
に
か
け
て
成
長

を
続
け
ま
す
。
そ
の
成
長
の
早
さ
は
目

を
見
張
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
雑
草
の

繁
茂
の
状
況
を
見
な
が
ら
１
回
目
は

６
月
中
旬
か
ら
７
月
中
旬
頃
、
２
回
目

児

童

手

当

　

児
童
手
当
は
小
学
校
第
３
学
年
修
了

前
の
児
童
を
養
育
し
、
か
つ
所
得
が
一

定
の
限
度
額
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。

　

５
月
１
日
の
請
求
か
ら
、
新
年
度
と

な
り
ま
す
の
で
、
前
年
度
所
得
超
過
等

で
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
方

や
ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
等
で
支
給

対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
ご
請
求
下
さ

い
。
所
得
限
度
額
は
前
年
度
と
同
様
で

す
（
左
表
参
照
）
。

　

す
で
に
、
こ
の
手
当
を
町
田
市
で
受

給
し
て
い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
手
当
は
請
求
し
た

月
の
翌
月
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま

す
。

○
支
給
月
額　

第
１
子
・
第
２
子
＝
５

０
０
０
円
、
第
３
子
以
降
＝
１
万
円

　

手
当
の
請
求
に
は
、
請
求
者
の
振
込

先
が
分
か
る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）
、

厚
生
年
金
等
加
入
者
は
請
求
者
（
保
護

者
）
の
健
康
保
険
証
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

※
健
康
保
険
証
で
厚
生
年
金
等
へ
の
加

入
状
況
が
確
認
で
き
な
い
方
は
、
年
金

加
入
証
明
書
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
平
成　

年
１
月
２
日
以
降
町
田
市
に

１７

転
入
さ
れ
た
方
は
、
平
成　

年
度
の
児

１７

童
手
当
用
の
所
得
の
証
明
書
（
区
市
町

村
に
よ
っ
て
名
称
が
異
な
り
ま
す
）
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
平
成　

年
１
月
１

１７

日
に
住
民
登
録
し
て
い
た
区
市
町
村
か

ら
お
取
り
寄
せ
下
さ
い
。

※
所
得
の
証
明
書
や
年
金
加
入
証
明
書

等
の
添
付
書
類
は
申
請
後
の
提
出
で
結

構
で
す
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
３

９
乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度

　

市
内
に
住
所
の
あ
る
小
学
校
就
学
前

の
乳
幼
児
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者
に

対
し
て
、
お
子
さ
ん
の
医
療
費
の
保
険

診
療
分
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
制
度
に
は
保
護
者
の
所
得
制
限

（
限
度
額
は
児
童
手
当
と
同
じ
で
す
）

が
あ
り
ま
す
が
、
２
歳
児
ま
で
（
３
歳

に
達
す
る
日
の
前
日
の
属
す
る
月
の
末

日
ま
で
）
は
所
得
限
度
額
を
超
過
し
て

も
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
（
こ

の
年
齢
は
平
成　

年　

月
か
ら
３
歳
児

１７

１０

に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
次
項
を
ご
覧

下
さ
い
）
。

　

お
子
さ
ん
の
年
齢
や
保
護
者
の
所
得

が
、
こ
の
制
度
の
対
象
と
思
わ
れ
る
方

は
申
請
し
て
下
さ
い
（
既
に
医
療
証
を

お
持
ち
の
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
）
。

【
新
年
度
の
申
請
に
つ
い
て
】

　

新
年
度
の
資
格
（
平
成　

年　

月
１

１７

１０

日
以
降
の
資
格
）
に
つ
い
て
は
、
平
成

　

年
度
（　

年
中
）
の
所
得
で
審
査
し

１７

１６

ま
す
。
前
年
度
所
得
超
過
等
で
資
格
が

な
か
っ
た
方
で
、
平
成　

年
度
（　

年

１７

１６

中
）
の
所
得
が
限
度
内
と
思
わ
れ
る
方

は
申
請
し
て
下
さ
い
。
新
年
度
の
申
請

は
平
成　

年
５
月
１
日
か
ら
受
け
付
け

１７

し
て
い
ま
す
。

【
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
】

　

保
護
者
の
所
得
が
限
度
額
を
超
過
し

て
も
資
格
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
お
子

さ
ん
の
年
齢
が
、
平
成　

年　

月
か
ら

１７

１０

３
歳
児
（
４
歳
に
達
す
る
日
の
前
日
の

属
す
る
月
の
末
日
ま
で
）
へ
引
き
上
げ

ら
れ
ま
す
。

　

５
月
１
日
か
ら
申
請
を
受
け
付
け
て

い
ま
す
の
で
、
該
当
す
る
方
は
お
早
め

に
申
請
し
て
下
さ
い
。
な
お
、
８
月　
３１

日
ま
で
に
申
請
す
る
と
、
平
成　

年　
１７

１０

月
１
日
か
ら
の
医
療
証
を
９
月
末
に
郵

送
し
ま
す
（
申
請
が
遅
れ
る
と
、
資
格

取
得
日
が　

月
１
日
以
降
に
な
る
場
合

１１

が
あ
り
ま
す
）
。

※
平
成　

年
４
月
現
在
乳
幼
児
医
療
証

１７

の
資
格
が
な
く
、　

月
以
降
に
４
歳
を

１０

迎
え
る
お
子
さ
ん
を
対
象
に
通
知
書
を

お
送
り
し
て
い
ま
す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の　

お
子
さ
ん
の

健
康
保
険
証

※
所
得
証
明
書
の
提
出
が
必
要
な
場
合

は
、
児
童
手
当
と
同
様
で
す
。

児
童
育
成
手
当

　

児
童
育
成
手
当
は
次
の
要
件
に
該
当

す
る
方
で
、
所
得
が
一
定
の
限
度
額
未

満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

【
児
童
育
成
手
当
＝
月
額
１
万
３
５
０

０
円
】

　

父
ま
た
は
母
が
死
亡
、
離
婚
、
重
度

の
障
が
い
、
生
死
不
明
、
１
年
以
上
の

遺
棄
、
法
令
に
よ
る
１
年
以
上
の
拘
禁

な
ど
、
ま
た
は
、
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

出
生
（
父
の
扶
養
が
あ
る
場
合
を
除

く
）
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
昭
和　
６２

年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
を

扶
養
し
て
い
る
方

【
児
童
育
成
手
当
の
障
害
手
当
＝
月
額

１
万
５
５
０
０
円
】

　

心
身
に
障
が
い
が
あ
り
、
そ
の
程
度

が
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、
愛
の

手
帳
１
〜
３
度
、
脳
性
ま
ひ
、
進
行
性

筋
萎
縮
症
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る　
２０

歳
未
満
の
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
方

　

５
月
１
日
の
請
求
か
ら
、
新
年
度
と

な
り
ま
す
の
で
、
前
年
度
所
得
超
過
等

で
児
童
育
成
手
当
て
が
支
給
さ
れ
な
か

っ
た
方
や
ま
だ
請
求
し
て
い
な
い
方
等

で
支
給
対
象
と
思
わ
れ
る
方
は
ご
請
求

下
さ
い
。
所
得
限
度
額
は
前
年
度
と
同

額
で
す
。

　

既
に
こ
の
手
当
を
町
田
市
で
受
給
し

て
い
る
方
は
手
続
き
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。
な
お
、
手
当
は
請
求
し
た
月
の

翌
月
か
ら
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

手
当
の
請
求
に
は
請
求
者
の
振
込
先

が
分
か
る
も
の
（
郵
便
局
以
外
）
の
ほ

か
、
身
体
障
害
者
手
帳
・
愛
の
手
帳
・

診
断
書
の
い
ず
れ
か
が
必
要
で
す
。　

　

転
入
者
の
所
得
証
明
書
の
取
り
扱
い

は
児
童
手
当
と
同
様
で
す
。

※
手
当
の
請
求
は
子
ど
も
総
務
課
で
受

け
付
け
ま
す
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
３

９

　

今
年
の
桜
の
開
花
は
予
報
よ
り
１
週

間
ほ
ど
遅
れ
、
４
月
９
日
、　

日
こ
ろ

１０

が
満
開
だ
っ
た
。
し
か
し
温
暖
な
日
が

何
日
も
続
い
た
た
め
か
、
目
覚
め
た
ば

か
り
の
木
々
の
若
芽
は
活
発
に
展
開
し

は
じ
め
た
。

　

下
草
が
刈
ら
れ
、
間
伐
さ
れ
て
明
る

く
な
っ
た
里
山
で
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら

に
早
春
の
草
花
が
よ
み
が
え
っ
て
き

た
。
タ
チ
ツ
ボ
ス
ミ
レ
や
チ
ゴ
ユ
リ
や

黄
色
い
花
の
キ
ジ
ム
シ
ロ
。
地
面
に 
這 は

う
よ
う
に
紫
色
の
花
を
つ
け
て
い
る
の

は
キ
ラ
ン
ソ
ウ
だ
。
そ
の
キ
ラ
ン
ソ
ウ

と
同
じ
仲
間
で
、
白
い
花
を
輪
生
に
つ

け
て
立
っ
て
い
る
の
は
ジ
ュ
ウ
ニ
ヒ
ト

エ
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
草
花
は
ど
れ

も
み
な
可
愛
い
花
ば
か
り
で
あ
る
。

　

ジ
ュ
ウ
ニ
ヒ
ト
エ
（
シ
ソ
科
の
多
年

草
）
と
い
う
名
は
、
花
が
幾
重
に
も
重

な
っ
て
咲
く
と
こ
ろ
か
ら
、
昔
、
女
官

た
ち
が
重
ね
着
し
た
十
二
単
（
じ
ゅ
う

に
ひ
と
え
）
と
い
う
衣
装
に
見
立
て
て

名
付
け
ら
れ
た
。
衣
装
は
着
飾
る
た
め

に
重
ね
着
を
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
保
温
の
た
め
で
も
あ

っ
た
。

　

こ
ち
ら
の
花
は
清
楚
で
華
や
か
さ
は

な
く
、
た
だ
防
寒
の
た
め
に
葉
に
も
茎

に
も
ち
ぢ
れ
た
綿
毛
を
全
身
に
ま
と
い

花
芽
を
抱
い
て
そ
の
時
期
を
待
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
花
は

シ
ソ
科
の
植
物
が
そ

う
で
あ
る
よ
う
に
唇

形
を
し
て
い
る
が
、

こ
の
花
の
下
唇
は
特

に
大
き
い
。
ハ
チ
に

都
合
の
よ
い
止
ま
り

台
に
な
っ
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
茎
が
四
角
い
の

も
シ
ソ
科
の
特
徴
で
あ
る
が
、
ど
う
い

う
わ
け
か
こ
れ
は
四
角
で
は
な
く
て
丸

い
茎
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
よ
く
観
察

し
て
み
る
と
、
花
の
色
と
い
い
、
形
や

咲
き
方
な
ど
い
ろ
い
ろ
変
化
が
あ
り
興

味
は
尽
き
な
い
。

　

最
近
、
花
も
葉
も
濃
い
紫
色
の
ジ
ュ

ウ
ニ
ヒ
ト
エ
（
和
名
は
西
洋
十
二
単
）

を
よ
く
見
掛
け
る
が
、
あ
れ
は
欧
州
原

産
の
多
年
草
で
、
ラ
ン
ナ
ー
（
走
出

枝
）
を
出
し
て
ど
ん
ど
ん
増
え
て
い

る
。

　

今
や
っ
と
里
山
に
復
活
し
は
じ
め
た

こ
の
野
生
の
花
は
、
実
は
貴
重
な
日
本

の
特
産
種
な
の
だ
。
何
と
か
大
切
に
守

っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

（
大
蔵
町
・
中
野
進
）

※
児
童
手
当
・
乳
幼
児
医
療
費
助
成
は

子
ど
も
総
務
課
及
び
各
市
民
セ
ン
タ
ー

で
受
け
付
け
ま
す
。

□問
 

子
ど
も
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
４

３

○
申
し
込
み　

履
歴
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
直
接
総
合
体
育
館
内
ス
ポ
ー
ツ
課

へ
。

□問
 

ス
ポ
ー
ツ
課
11
７
２
４
・
３
４
４
０

一
時
保
育
専
用
施
設
が

開

所

し

ま

し

た

　

４
月　

日
か
ら

１８

成
瀬
駅
近
く
に
町

田
市
内
で
は
じ
め

て
の
一
時
保
育
専

用
施
設
が
開
所
し

ま
し
た
。
こ
の
施
設
は
、
成
瀬
く
り
の

家
保
育
園
が
こ
れ
ま
で
保
育
園
で
行
っ

て
い
た
一
時
保
育
を
成
瀬
駅
前
で
も
行

う
も
の
で
、
保
育
園
で
の
一
時
保
育
と

連
携
し
て
運
営
さ
れ
ま
す
。

　

登
録
や
詳
細
に
つ
い
て
は
施
設
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

【
成
瀬
く
り
の
家
保
育
園
駅
前
一
時
保

育
施
設
「
ま
ろ
ん
ち
ゃ
ん
の
お
う
ち
」】

○
保
育
時
間　

午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　

分
（
２
時
間
か
ら
利
用
可
）

３０○
定
員　
　

人
（
０
歳
児
は
２
人
ま

２０

で
）

○
住
所　

南
成
瀬
１－

８－

７
、
成
和

ビ
ル
１
階
、
11
７
１
０
・
８
７
５
１

○
運
営
主
体　
（
福
）東
香
会
成
瀬
く
り

の
家
保
育
園

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

賠
償
責
任
保
険
制
度

　

青
少
年
指
導
者
賠
償
責
任
保
険
制
度

は
、
団
体
活
動
中
に
不
慮
の
事
故
が
発

生
し
、
そ
の
責
任
者
や
指
導
者
が
賠
償

責
任
を
課
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
賠

償
金
を
補
て
ん
す
る
制
度
で
す
。

　

２
０
０
５
年
度
（
６
月
１
日
〜
２
０

０
６
年
５
月　

日
）
の
加
入
を
希
望
さ

３１

れ
る
団
体
は
、
児
童
青
少
年
課
（
森
野

分
庁
舎
１
階
）
で
お
申
し
込
み
下
さ

い
。

○
対
象
と
な
る
指
導
者
等　

①　

歳
以

１８

下
の
青
少
年
を
対
象
に
事
業
を
実
施
す

る
、
市
内
の
社
会
教
育
関
係
団
体
及
び

ス
ポ
ー
ツ
団
体
の
成
人
の
指
導
者
等
②

そ
の
他
、
市
が
認
定
し
た
団
体
活
動
の

成
人
の
指
導
者
等

○
保
険
料　

無
料
（
市
が
保
険
料
を
負

担
し
ま
す
）

○
補
償
の
範
囲　

団
体
活
動
中
の
偶
発

的
な
事
故
に
よ
り
、
参
加
者
が
負
傷
し

た
り
、
他
人
の
も
の
を
破
壊
し
た
り
し

て
、
被
害
者
か
ら
賠
償
を
求
め
ら
れ
、

法
律
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
こ
と

に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
賠
償
金
が
補

て
ん
さ
れ
ま
す
。

○
補
償
限
度
額　

①
身
体
賠
償
＝
１
人

５
０
０
０
万
円
、
１
事
故
２
億
円
②
財

物
賠
償
＝
１
事
故
２
０
０
万
円
③
受
託

物
賠
償
＝
１
事
故
１
０
０
万
円

　

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ

ン
タ
ー
は
、
子
育
て
の
協
力
を
し
て
く

れ
る
人
（
援
助
会
員
・
有
償
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
）
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
空
い
て
い
る
時
間
を
子
育
て
の
手
助

け
を
必
要
と
し
て
い
る
人
の
た
め
に
活

用
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

【
入
会
す
る
に
は
】

　

援
助
会
員
は
入
会
説
明
会
と
保
育

サ
ポ
ー
ト
講
習
会
へ
の
参
加
が
必
要
で

す
。
子
育
て
の
手
伝
い
を
し
て
欲
し
い

人
（
依
頼
会
員
）
は
入
会
説
明
会
の
参

加
で
会
員
に
な
れ
ま
す
。

　

入
会
説
明
会
は
セ
ン
タ
ー
の
開
所

時
間
（
午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時
）

３０

に
、
随
時
実
施
し
て
い
ま
す
。

【
保
育
サ
ポ
ー
ト
講
習
会
】

　

左
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。
講
習
会

子
育
て
の
お
手
伝
い
を

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

町
田
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン

タ
ー

２００５年度 第１回 保育サポート講習会日程
会　場内　容時　間期　日

町田市民
フォーラム
３Ｆホール

入会説明会１０：００～
１２：００　６月６日

（月） 子どもの世話
と遊び

１３：００～
１５：００　

保育の心１０：００～
１２：００　６月７日

（火）
子どもの食事１３：００～

１５：００　

心・体の発育
と病気

１０：００～
１２：００　

６月８日
（水）

健康福祉
会館

４階講習室
普通救命講習 ９：００～

１２：００　

６月１３日
（月）

６月１５日
（水）

※「普通救命講習］は６月１３日、１５日のいずれか１
回の受講となります。当日は運動しやすい服装で
おいで下さい（スカート不可）。
※会員証に張付するための縦３㎝ ×横２．５㎝ の写真
（６か月以内撮影）をお持ち下さい。
※入会説明会以外の講習には保育があります（各回
６人まで、２歳以上、全日出席者優先）。

春
季
行
政
相
談

強
調
週
間
で
す

　

こ
の
週
間
は
、
行
政
相
談
制
度
に
つ

い
て
、
広
報
及
び
行
事
を
積
極
的
に
行

い
、
広
く
市
民
の
皆
さ
ん
に
同
制
度
の

理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
の
も
の

で
す
。

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
の
仕
事

な
ど
に
つ
い
て
の
苦
情
や
意
見
・
要
望

に
つ
い
て
行
政
と
住
民
の
パ
イ
プ
役
と

し
て
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
「
行

政
相
談
委
員
」
が
相
談
に
応
じ
て
い
ま

す
。

【
行
政
相
談
委
員
に
よ
る
定
例
相
談
】

○
日
時　

毎
月
第
１
火
曜
日
午
後
１
時

　

分
〜
４
時

３０○
会
場　

市
役
所
本
庁
舎
１
階
市
民
相

談
室

※
こ
の
ほ
か
、
東
京
行
政
評
価
事
務
所

の
「
行
政
苦
情
１
１
０
番
」
（
11
０
５

７
０
・
０
９
０
１
１
０
、
6　

・
５
３

０３

３
１
・
１
７
６
１
）
、
総
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/
w
w
w
.so
u
m
u
.

g
o
.jp
/

）
で
も
相
談
を
受
け
付
け
て
い

ま
す
。

□問
 

市
民
相
談
室
11
７
２
４
・
２
１
０
２

５
月　

日
（
月
）
〜　

日
（
日
）
は

１６

２２

ハ
チ
や
巣
を
見
つ
け
た
ら

　

暖
か
く
な
る
と
ハ
チ
の
活
動
が
始
ま

り
、
軒
下
や
樹
木
等
の
雨
風
を
し
の
げ

る
場
所
に
巣
を
作
り
ま
す
。
初
期
の
段

階
で
あ
れ
ば
比
較
的
取
り
や
す
い
の

平
成　

年
度
市
民
税
・

１７

都
民
税
の
お
知
ら
せ

　

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
書
は
５
月　
１２

日
に
発
送
し
ま
す
。

　

勤
務
先
か
ら
市
・
都
民
税
を
お
支
払

い
の
方
は
６
月
分
の
給
料
か
ら
天
引
き

徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

普
通
徴
収
納
税
通
知
書
は
６
月
１
日

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
付
期
限

は
６
月　

日
で
す
。

３０

【
平
成　

年
度
市
・
都
民
税
課
税
（
非

１７

課
税
）
証
明
書
の
発
行
】

　

特
別
徴
収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い

る
方
は
、
５
月　

日
か
ら
（
た
だ
し

１２

普
通
徴
収
と
併
せ
て
課
税
さ
れ
て
い

る
方
は
６
月
１
日
か
ら
）
、
普
通
徴

収
に
よ
り
課
税
さ
れ
て
い
る
方
は
６

月
１
日
か
ら
、
次
の
場
所
で
発
行
し
ま

す
。

○
発
行
場
所　

市
役
所
６
階
市
民
税

課
、
南
・
な
る
せ
駅
前
・
鶴
川
・
忠
生

・
小
山
・
堺
の
各
市
民
セ
ン
タ
ー
及
び

木
曽
山
崎
セ
ン
タ
ー
（
以
上
、
土
・
日

曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
、
市
民
課
駅
前

連
絡
所
（
月
・
火
曜
日
、
祝
日
を
除

く
）

※
証
明
書
の
交
付
申
請
の
際
は
、
申
請

者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
（
健
康

保
険
証
・
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持
ち

　

犬
・
猫
た
ち
の
新
た
な
飼
い
主
を
探

す
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す
。

○
日
時　

５
月　

日
（
日
）
午
前　

時

２９

１０

〜
正
午
（
雨
天
実
施
）

○
会
場　

境
川
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

（
木
曽
町
２
０
５
番
地
）

○
飼
い
主
に
な
る
た
め
に
は
次
の
条
件

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す　

①
自
宅
が
将
来
に
わ
た
っ
て
犬
・
猫
を

飼
育
し
て
よ
い
場
所
で
あ
る
こ
と
②
家

族
全
員
が
飼
育
に
つ
い
て
賛
成
し
て
い

る
こ
と
③
猫
に
つ
い
て
は
屋
内
飼
育
を

す
る
こ
と
④
必
ず
繁
殖
制
限
手
術
を
行

っ
て
い
た
だ
け
る
こ
と
（
引
き
渡
し
前

に
繁
殖
制
限
手
術
を
行
い
費
用
を
請
求

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
）
⑤
飼
育
基
準

を
遵
守
し
、
終
生
愛
情
を
持
っ
て
飼
育

し
続
け
ら
れ
る
こ
と
⑥
猫
に
つ
い
て
は

３
種
混
合
、
犬
に
つ
い
て
は
７
種
混
合

ワ
ク
チ
ン
の
費
用
負
担
を
し
て
い
た
だ

け
る
こ
と
（
ワ
ク
チ
ン
は
事
前
に
接
種

し
て
あ
り
ま
す
）

※
当
日
は
、
住
所
・
氏
名
が
確
認
で
き

る
も
の
を
お
持
ち
下
さ
い
。
ま
た
、
実

際
に
譲
渡
を
す
る
か
ど
う
か
は
、
会
場

で
面
接
の
う
え
、
そ
の
動
物
と
の
適
性

も
含
め
な
が
ら
主
催
者
側
で
決
定
し
ま

す
。

※
当
日
の
引
き
渡
し
は
行
い
ま
せ
ん
。

【
犬
・
猫
の
新
た
な
飼
い
主
を
捜
し
た

い
方
】

　

環
境
保
全
課
ま
で
申
し
込
ん
で
下
さ

い
。
健
康
診
断
受
診
等
の
義
務
が
あ
り

ま
す
の
で
時
間
の
余
裕
を
も
っ
て
申
し

込
ん
で
下
さ
い
。

○
主
催　

ま
ち
だ
動
物
愛
護
の
つ
ど
い

実
行
委
員
会

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

犬
・
猫
た
ち
に
あ
た
た
か
い
家
庭
を�

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
実
施
し
ま
す�

町

田

市

民

ホ

ー

ル

事

業

�

入
場
希
望
の
方
は
電
話
で
町
田
市
民
ホ
ー
ル
（
1
７
２
８
・
４
３
０
０
）
へ
。�

休

館

日
　
第
１
・
３
月
曜
日�

　
　
　
　
　
（
祝
日
の
と
き
は
そ
の
翌
日
）�

受
付
時
間
　
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時�

※
初
日
は
電
話
の
み
の
受
付
で
す
。�

※
６
歳
以
上
の
お
子
さ
ん
か
ら
入
場�

　
で
き
ま
す
。�

《
予
定
曲
目
》
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
・

幻
想
序
曲
「
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
」
、
組
曲
「
眠
り
の
森
の
美
女
」
よ

り
、
ほ
か

９
月
９
日
（
金
）

午
後
６
時　

分
開
演

３０

５
０
０
０
円

（
税
込
、
全
席
指
定
）
【
５
月　

日
午
前
８
時　

分
か
ら
電
話

１２

３０

予
約
受
付
開
始
】

西本智実

▲

▼東京交響楽団

過
ぎ
し
日　

年
６５

－

出
征
兵
士
と　
　
　
　

　
　
　

そ
の
留
守
家
族－

佐
藤
政
二
写
真
展

　

本
展
示
は
、
１
９
４
０
年
（
昭
和　
１５

年
）
ご
ろ
、
町
田
か
ら
戦
地
に
赴
く
兵

士
の
写
真
と
、
出
征
し
た
兵
士
に
家
族

の
無
事
を
伝
え
る
た
め
に
撮

影
さ
れ
た
写
真
、
約　

点
を

５０

展
示
し
ま
す
。
過
ぎ
し
日
の

風
景
・
生
活
、
そ
し
て
人
々

の
様
子
を
記
録
し
た
写
真
の

数
々
を
ご
覧
下
さ
い
。

○
期
間　

５
月　

日
（
水
）

１１

〜　

日
（
日
）

２２
○
開
館
時
間　

午
前
９
時　

分
〜
午
後

３０

４
時　

分
（
入
館
は
午
後
４
時
ま
で
）

３０

※
期
間
中
の
休
館
日
＝
毎
週
火
曜
日
。

○
会
場　

同
館
企
画
・
市
民
展
示
室

○
観
覧
料　

一
般
１
０
０
円
、
団
体

（　

人
以
上
）　

円
、
障
が
い
者
と
そ

２０

７０

の
付
き
添
い
（
１
人
）
半
額
、
中
学
生

以
下
無
料

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン�

町
田
市
フ
ォ
ト
サ
ロ
ン�

1
７
３
６
・
８
２
８
１�

「
秋
山
庄
太
郎
美
術
館
」か
ら
の
お
知
ら
せ�

「さつまいもの
切り干しをつくる農家」

撮影＝佐藤政二

で
、
日
ご
ろ
か
ら
点
検
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

　

も
し
、
巣
を
見
つ
け
た
場
合
は
、
次

の
こ
と
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

①
近
寄
ら
な
い
（
特
に
ス
ズ
メ
バ
チ

は
、
巣
を
守
る
本
能
が
強
い
）

②
い
た
ず
ら
し
な
い
（
石
を
投
げ
た
り

棒
等
で
つ
つ
か
な
い
）

③
手
で
払
わ
な
い
（
ハ
チ
は
攻
撃
さ
れ

た
と
思
い
、
刺
し
ま
す
）

④
大
声
を
出
し
た
り
走
り
ま
わ
っ
て
ハ

チ
を
刺
激
し
な
い

⑤
ゆ
っ
く
り
と
静
か
に
立
ち
去
る

⑥
生
活
に
支
障
が
あ
る
時
は
駆
除
す
る

　

市
で
は
、
駆
除
は
し
て
お
り
ま
せ
ん

の
で
、
自
主
駆
除
を
行
う
方
に
防
護
服

や
薬
剤
等
を
貸
し
出
し
し
て
い
ま
す
。

　

自
主
駆
除
が
困
難
な
場
合
は
、
専
門

業
者
に
依
頼
を
し
て
下
さ
い
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

下
さ
い
。

□問
 

市
民
税
課
11
７
２
４
・
２
１
１
４
〜

５
、
２
１
１
７

は
、　

月
中
旬
か
ら　

月
中
旬
頃
の
時

１０

１１

期
に
除
草
を
お
願
い
し
ま
す
。

□問
 

環
境
保
全
課
11
７
２
４
・
２
７
１
１

西
本
智
実 
＆ 
東
京
交
響
楽
団

４
・
２
７
１
１
）
へ
ご
連
絡
下
さ
い
。

○
日
時　

５
月　

日
（
月
）
午
後
６
時

１６

　

分
〜
８
時　

分

３０

３０

○
会
場　

森
野
分
庁
舎
２
階
第
３
会
議

室○
議
題　

ご
み
の
有
料
化
に
向
け
て

（
報
告
）
ほ
か

○
定
員　
　

人
（
申
し
込
み
順
）

１０

児童手当・児童育成手当
平成１７年度（１６年中）所得限度額表

児童育成
手当

児童手当・乳幼児医療
税法上
の扶養
人　数

厚生年金等
加入

国民年金加入
または
年金未加入

３，６０４，０００４，６００，０００３，０１０，００００人
３，９８４，０００４，９８０，０００３，３９０，０００１人
４，３６４，０００５，３６０，０００３，７７０，０００２人
４，７４４，０００５，７４０，０００４，１５０，０００３人
５，１２４，０００６，１２０，０００４，５３０，０００４人

１人増えるごとに３８０，０００円加算
※扶養人数とは平成１６年中の税法上の扶養
人数です。

※所得（給与所得者は給与所得控除後の
額）から下の控除額一覧表のものを控除
して所得を確認して下さい。

控　除　額　一　覧　表
児童育成
手当

児童手当・
乳幼児医療各　種　控　除

相当額相当額雑 損 ・ 医 療 費

相当額相当額小 規 模 企 業
共 済 掛 金

相当額－配 偶 者
特 別 控 除

２５０，０００－特 定 扶 養
（ １ 人 に つ き ）

１００，０００６０，０００老 人 扶 養
（ １ 人 に つ き ）

１００，０００６０，０００老人控除対象配偶者
２７０，０００２７０，０００その他

障害者控除
４００，０００４００，０００特　別
２７０，０００２７０，０００一　般寡 婦（ 夫 ）

控 除 ３５０，０００３５０，０００特　定
２７０，０００２７０，０００勤 労 学 生 控 除
５００，０００５００，０００老 年 者 控 除
 ８０，０００ ８０，０００社 会 保 険 料 控 除

○
会
場　

中
町
第
三
庁
舎
１
階
会
議
室

○
定
員　

５
人
（
申
し
込
み
順
）

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿綿
毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛毛
をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを
まままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま
とととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととととと
っっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっっ
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女女
官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官官

〜
綿
毛
を
ま
と
っ
た
女
官
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ジュウニヒトエ
（’０５・４・１６　鶴川「きつね
くぼ緑地」にて撮影）

（
そ
の　

）　

ジ
ュ
ウ
ニ
ヒ
ト
エ

２６３

※
保
険
金
は
原
則
と
し
て
、
何
回
事
故

が
発
生
し
て
も
支
払
わ
れ
ま
す
が
、
食

中
毒
事
故
（
異
物
混
入
事
故
を
含
む
）

に
よ
る
賠
償
と
受
託
物
賠
償
に
つ
い
て

は
、
保
険
期
間
中
の
支
払
限
度
額
は
１

事
故
の
金
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。

○
自
己
負
担
額　

１
事
故
に
つ
き
１
万

円
以
下
の
小
損
害
に
つ
い
て
は
、
被
保

険
者
の
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

□問
 

児
童
青
少
年
課
11
７
２
４
・
２
１
８

２

修
了
後
、
同
セ
ン
タ
ー
の
援
助
会
員
と

し
て
登
録
し
、
援
助
活
動
を
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
で　

歳
以
上
の
保

２０

育
サ
ポ
ー
ト
が
で
き
る
方

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
健

康
福
祉
会
館

○
費
用　

普
通
救
命
講
習
参
加
費
１
４

０
０
円
、
参
考
書
（
希
望
者
の
み
）
２

５
０
０
円

○
申
し
込
み　

午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
に
電
話
で
同
セ
ン
タ
ー
（
11
７
２

４
・
０
９
０
１
）
へ
。

　

５
月　

日
（
日
）
は
、
教
育
委

１５

員
会
後
援
の
行
事
の
た
め
、
一
般

駐
車
場
の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

市
役
所
第
二
駐
車
場
を
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

利
用
で
き
ま
せ
ん

市
役
所
一
般
駐
車
場

青
少
年
指
導
者


